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南比都佐小学校臨時休校の延長について（お願いとお知らせ） 

 

陽春の候 保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申しあげます。 

平素は、本校教育活動の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、４月２７日付 日野町教育委員会からの文書（日学第 042704 号）にもあります通り、新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休校がさらに５月３１日（日）まで再度延長されま

した。 

つきましては、下記のとおりお願いさせていただきたく存じます。保護者の皆様のご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 臨時休校延長の期間  令和２年５月７日（木）～５月３１日（日） 

 

２  一日も早く感染を収束させるためには、人と人との接触機会を８割削減し、不要不急の外

出を控え、「三つの密」の環境とならないことが必要との趣旨にのっとり、ご理解・ご協力を

賜りますようお願いいたします。前回の教育委員会文書にもありましたように、「県内での感

染拡大状況から、新型コロナウイルスは着実に学校にも迫ってきているものと捉えており、

学校での感染拡大及びクラスター発生の防止が重要な局面となってきています。保護者の皆

様には、このことを十分ご理解いただき、児童の安全を守るため可能な限りご家庭での見守

りをお願いいたします。 

「臨時預かり」と「給食」については、以下の「３つの条件が当てはまる小学生だけ」とさ

せていただきます。 

①学童保育所に登録している。 

②保護者が勤務等により、やむを得ず見守りができない。 

③祖父母等の支援を受けることができない。 

    

３  現時点での分散登校は、子どもたちと子どもたちの接触機会を削減し、感染拡大を防ぐため

実施しません。今後、「緊急事態宣言」等が解除されるなどし、感染収束の兆しが見えはじめ、

状況が許しましたら、改めて「登校可能日」等のご案内をさせていただきます。（※「緊急事態

宣言」中でも、状況により分散登校は認められていますが、今回は上記目的のため実施いたし

ません。） 

恐れ入りますが、以下にありますように、家庭学習の課題をお持ちいただき、新たな課題を

お持ち帰りいただきますようお願い申し上げます。担任より、在宅学習などについて説明をさ

せていただきます。また、４月２０日付 家庭訪問中止のお知らせ 文書でお知らせしました 

  担任との相談をご希望でしたら、その希望用紙をお持ちください。 

■令和２年５月 ７日（木） ８：３０～１６：３０ 深山口 上駒月 下駒月 上迫 下迫 

■令和２年５月 ８日（金） ８：３０～１６：３０ 清田 別所 曙 

いずれかの時間帯のうち、ご都合のつく時に体育館までお越しください。そのとき、可能であれば、

混雑をさけるために午前中の時間に来校いただければ幸いです。 

・上記の期間中・時間中にどうしてもご都合がつかない場合は、担任までご連絡ください。  

  

※接触機会低減のため、保護者の方お一人でお越しください。また、ご相談・懇談等は短時間でお願

いいたします。恐れ入りますが、マスク等の着用をお願いいたします。 

※次回、家庭学習の課題の配布・回収につきましては、別の文書でお願いをさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 


